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平成 27 年 12 月 

 

お客様各位 

 

UBS アセット・マネジメント株式会社 

 

「UBSグローバル CBオープン（年 4 回決算型・為替ヘッジあり）」 

および 

「UBSグローバル CBオープン（年 4 回決算型・為替ヘッジなし）」 

の投資信託説明書（請求目論見書）の誤記載について 

 

 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。 

 

 有効期間を平成27年12月1日から平成27年12月16日までとして作成いたしました「UBS

グローバル CB オープン（年 4回決算型・為替ヘッジあり）」および「UBS グローバル CB オ

ープン（年 4 回決算型・為替ヘッジなし）」の投資信託説明書（請求目論見書）において、

別紙のとおり、記載内容に一部誤りがありましたのでお知らせいたします。 

 ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。何卒、ご了承の程お願い申し上げます。 
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（別紙） 
 
下線部は訂正箇所を示します。 
（12 ページ目） 
 
＜訂正前＞ 
(3)【ファンドの仕組み】 

①ファンド運営の仕組み 

以下の「ファンドの関係法人」および「ファンド・オブ・ファンズ方式について」の

図表中の＊1および＊2につきましては、下の表より該当する項目をそれぞれあてはめ

てご覧ください。 

＊1 為替ヘッジあり 為替ヘッジなし 

＊2 円ヘッジクラス ノンヘッジクラス 

 

               ◆ファンドの関係法人◆ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UBSアセット・マネジメント株式会社
（信託財産の運用の指図等）

（募集・販売の取扱い等）

三菱UFJ信託銀行株式会社
（信託財産の保管および管理等）

［再信託受託会社］
日本マスタートラスト信託銀行株式会社

投資者
(受益者）

委託会社 受託会社

販売会社

※2 信託契約

※1 投資信託の募集・販売等に

関する契約

※1 委託会社と販売会社との間で、投資信託の取扱いについて、販売会社が行う受益

権の募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付等の業務等
のルールを規定した契約

※2 委託会社と受託会社との間で、投資信託の運営について、資産運用の運営方法、

委託会社と受託会社および受益者との権利義務関係、受益者の権利、募集方法
等のルールを規定した契約

ファンド

UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・＊1）

UBS(CAY)グローバルCBファンド
(＊2)

外国投資信託

UBS短期円金利プラス・ファンド
（適格機関投資家向け）

内国投資信託
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＜訂正後＞ 
(3)【ファンドの仕組み】 

①ファンド運営の仕組み 

以下の「ファンドの関係法人」および「ファンド・オブ・ファンズ方式について」の

図表中の＊1および＊2につきましては、下の表より該当する項目をそれぞれあてはめ

てご覧ください。 

＊1 為替ヘッジあり 為替ヘッジなし 

＊2 円ヘッジクラス ノンヘッジクラス 

 

               ◆ファンドの関係法人◆ 
 

UBSアセット・マネジメント株式会社
（信託財産の運用の指図等）

（募集・販売の取扱い等）

株式会社りそな銀行
（信託財産の保管および管理等）

［再信託受託会社］
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

投資者
(受益者）

委託会社 受託会社

販売会社

※2 信託契約

※1 投資信託の募集・販売等に

関する契約

※1 委託会社と販売会社との間で、投資信託の取扱いについて、販売会社が行う受益

権の募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付等の業務等
のルールを規定した契約

※2 委託会社と受託会社との間で、投資信託の運営について、資産運用の運営方法、

委託会社と受託会社および受益者との権利義務関係、受益者の権利、募集方法
等のルールを規定した契約

ファンド

UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・＊1）

UBS(CAY)グローバルCBファンド
(＊2)

外国投資信託

UBS短期円金利ファンド
（適格機関投資家向け）

内国投資信託


